
６）健診・保健指導の評価 

  健診結果は健康課題を分析するための重要な情報源であるが、積極的な活

用が十分にされず、保健事業の実施回数や参加人数によって評価されてきた。

このため、健診や保健指導の成果や医療費に対する影響などのアウトカム（結

果）評価ではなく、アウトプット 2（事業実施量）評価であったため、保健事

業の改善につながりにくかった。 

  今後、健診や保健指導の結果は医療保険者が管理することになることから、

アウトプット（事業実施量）評価に加え、アウトカム（結果）評価やプロセ

ス 3（過程）評価を含めた総合的な評価が行われることになる。このような評

価により、健診・保健指導の事業全体を改善する仕組みをつくることができ、

また、健診・保健指導のデータとレセプトとの突合が可能になることから、

健康課題を明確にした戦略的な取り組みが可能となる。 

 

７）実施体制 

  地域保健では、老人保健法に基づき市町村の衛生部門が保健事業を実施し

ており、健診は都市部においては医療機関に委託されている場合が多いが、

保健指導はほとんど市町村において、市町村保健師、管理栄養士等が関係者

の協力を得て直接実施してきた。 

  職域では健診は委託されている場合が多いが、保健指導は一定規模以上の

事業所では、事業所や健康保険組合に所属する産業医や保健師等が行い、ま

た、専門職がいない事業所の場合は、総合健保組合や社会保険健康事業財団、

地域産業保健センター等が実施してきたが、すべての事業所において実施さ

れてこなかったことから、実施体制は事業所間の格差が大きい状況であった。 

  今後、健診・保健指導は、標準化されたプログラムに基づき、医療保険者

が実施することになるが、特定保健指導の対象者は少なくないことが予測さ

れていることから、保健指導についても事業者への委託が進むことが想定さ

れている。市町村では国保部門が衛生部門との連携の下に、健診・保健指導

を実施することになり、対象者の多い地域では事業者と協働した体制で保健

指導が行われることが予想される。また、専門職がいない事業所においては、

保健指導を充実させるために事業者への委託が進むものと思われる。 

そして、ポピュレーションアプローチの展開による環境整備や、ＩＴを活

用した機器や支援ツールの開発、種々の施設などの社会資源を有効に活用し

た体制が整備されることになる。 

 

                                                  
2 アウトプット：事業実施量。実施された事業におけるサービスの実施状況や業務量。 

 
3 プロセス：過程。保健医療従事者の活動（情報収集、問題分析、目標設定、事業の実施状況

等）及び対象者の活動（サービス・事業に対する満足度、継続率、完遂等）。 
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